
第９４回接続委員会 議事概要 

 

日 時  平成１９年６月２６日（火）１０：００～１２：００ 

場 所  １１０１会議室 

参加者  接続委員会   東海主査、酒井主査代理、相田委員、 

             直江委員、藤原委員 

       総 務 省   谷脇料金サービス課長、二宮料金サービス課企画官、 

飯村料金サービス課課長補佐、 

               白井料金サービス課課長補佐、事務局 

 

【議事要旨】 

 

平成２０年度以降の接続料算定の在り方について 

○ 総務省から諮問内容について説明が行われた後、審議が行われた。 

○ その結果、本件は継続審議とし、次回は７月１０日に開催する旨、事務局（総

務省）より告知がなされた。 

 

 

【主な発言等】 

平成２０年度以降の接続料算定の在り方について 

 

１．ＮＴＳコストの扱い 

相田委員 接続委員会の中では判断しにくい。資料２、Ｐ１８を見ると、左側の赤い

部分を接続料で回収することとした途端に、ユニバーサルサービス制度の補てん対

象額の部分は青の部分になってしまい、今までのユニバーサルサービス制度の根幹

をひっくり返す整理になってしまう。今回の件について、合同ヒアリングを実施し

た際に、７円が消費者に転嫁されていることはけしからんという意見もあったが、

補てん対象額の算定方法を見直すと言った場合には総額を下げるといったことに

なる。結果としてこちらが整理したことに反対するスタンスになっているが、おそ

らくは別途ユニバーサルサービスの在り方としてどこまで補てんするのかという

ことについて検討したのだろう。接続委員会において良かれと判断したことについ

てユニバーサルサービス委員会や基本料等委員会と齟齬を生じるようなことであ

ってはいけない。考え方を見直すとすれば、合同会合なりを開催する必要があるの

ではないか。 終的な結論について強い意思はない。 

東海主査 現在ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方法の見直しにつ

いてはどのような状況なのか。パブリックコメントは実施しているのか。 

総務省 パブリックコメントはまだ実施していない。本件接続料算定の見直しの答申

書（案）と並行して７月下旬から実施する予定。 



酒井主査代理 合同委員会を実施するという話もあったと記憶しているが。 

総務省 ７月の接続委員会にユニバーサルサービス委員会の主査である黒川委員に

同席いただき議論に参加していただく予定。 

相田委員 モデル上に局設置ＲＴは存在するのか。 

総務省 存在するが、モデル上の局設置ＲＴは集線機能があるためにＴＳコストとみ

なされている。 

相田委員 き線点ＲＴにするか局設置ＲＴにするかはモデル上でコストが安い方に

するということだろう。そこのロジックについて不適切であるという指摘があった

わけではないならば、一番安く効率的に構築した設備がたまたまＮＴＳコストにな

ったという話になり、整理済みの問題ではないか。 

酒井主査代理 ＮＴＳではない集線機能を持つＲＴを利用するという手段も考えら

れるが、設定された時点においては集線機能を持たないＲＴの方が安いコストであ

ったということになるだろう。基本的にこれからは、高コスト地域において固定電

話は残っていくが、低コスト地域においては携帯電話に切り替わっていくかもしれ

ない。絶対にＴＳコストだから接続料とはっきりしたものにはならないだろう。Ｎ

ＴＳコストを接続料に組み入れた場合にはどのような考え方があり得るのか等整

理する必要がある。 

相田委員 ユニバーサルサービスに配慮してＮＴＳコストができるだけ全国均一で

低廉化するようにロジックに押し込むと、モデル上、局設置ＲＴを多く設置するこ

とになる。これによって全体のコストは高くなるものの、ＴＳコストとして計上す

るので基本料の増加を抑えることができる。 

直江委員 現実に存在していないネットワークを前提にしているので、ユニバーサル

サービスを意識して、ＮＴＳコストがミニマムになる設計を行うことがあり得る。

その場合トータルでは大きな変化はないし、ネットワーク構成としてはより現実的

ではないか。モデル上はコストの大半を占める都市部のコストを引き下げることが

主要な目的になっているため、ローカル部分のコストが割高になってしまっている

が、現実にはそんなことはなく、ローカル部分のコストは安く抑えられているので

はないか。ロジックを変えることなく、今回ユニバーサルサービス制度の見直しを

行うとすれば、接続料についても何らかの措置が必要になるだろう。 

総務省 ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方法見直しは、本年３月、

Ｈ１９年度接続料算定の答申をいただいた際に、負担事業者の利用者転嫁の実態等

に着目して、平成１９年度以降の算定方法について、利用者負担を抑制することを

目的として速やかに見直しを行うこととするのが適当である旨の要望をいただい

ている。ユニバーサルサービス委員会では、限られた時間の中で何ができるのかと

いう観点で、モデル自体を見直すことはせず、現実的な対応として、「１：補てん

対象額を減らす」、「２：客観的な方法で算定する」、「３：アメリカのベンチマーク

方式を参考にする」という考え方により、「全国平均コスト＋標準偏差の２倍」へ

ベンチマークを変更するという整理になっているところ。 



相田委員 資料２、Ｐ１８の見直し案の青・黄色部分のコストは把握しているのか。 

総務省 現実的な数値は把握していないが、ユニバーサルサービス委員会の中で試算

した平成１９年度補てん対象額について、現行のベンチマークだと１９５億円～２

７５億円になるところ、「全国平均コスト＋標準偏差の２倍」へベンチマークを変

更すると９６億円～１２７億円に引き下がる。同じく平成２０年度補てん対象額に

ついては現行のベンチマークが２８０億円～３８０億円、「全国平均コスト＋標準

偏差の２倍」が１２９億円～１６８億円。 

直江委員 これからのネットワークモデルは、基本的には集線装置を設置して集約し

ていくということはなくなっていく以上、ＮＴＳコストが中心になり、定額化が進

んでいくのではないか。また、階梯や距離も関係なくなっていくのではないか。 

酒井主査代理 今までは基本料をできるだけ下げて通信料の負担を重くする考え方

であった。ところが、ＩＰ化の進展と共に、定額制が盛り込まれていく。他方、ユ

ニバーサルサービスは高コスト地域でほとんど電話も利用しないユーザに対して

サービスを提供するものなので、基本料を上げて対応するという選択肢はない。こ

れらをケースバイケースで捉えていく必要性がある。また、ＴＳといってもトラヒ

ックが半分になっても設備が半分になるわけではなく、低トラヒックの地域でコス

ト構造が大幅に変わるとは思えない。 

東海主査 今の発言は平成２０年度以降の接続料に反映させるべきという趣旨か。 

酒井主査代理 ある程度現状について整理する必要があり、すぐに結論が出るもので

はないと認識している。 

藤原委員 今回のユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方法の見直しは、

補てん対象額を下げるもので、これについては電気通信事業部会の判断によるもの

なので、接続委員会においてはこの方向性と矛盾するような議論は避けた方が良い

と思われる。ただ、個人的な見解を申し上げれば、従来の考え方は極力ＮＴＳコス

トを接続料から抜いていくという整理であったことを踏まえれば、ＮＣＣの主張は

望ましいように思われる。 

相田委員 ドライカッパ電話について、接続料はどのように算定しているのか。 

総務省 ドライカッパ電話に係る接続料は実際費用で算定されている。 

東海主査 今回の整理においてＬＲＩＣモデルそのものを変更するということには

ならないだろう。また、ユニバーサルサービス制度の補てん対象額について、審議

会全体で見直す旨の要望を行っていることを踏まえれば、補てん対象額の上限は引

き下げることになるだろう。それに対して、接続委員会として何らかの対応を示す

必要がある。その際、ＮＴＴ東西の提案どおり進めるとなるとロジック自体を考え

直す必要がある。これは今回の議論の中で導き出す結論としては可能性が低い。論

点整理の中でＮＴＳコストの控除期間を延長するか、ＲＴ－ＧＣ間といった特定の

伝送を切り出して違った形で接続料での回収を議論する必要がある。 

 

２．新モデルの適用期間 



東海主査 現行の整理であるとＮＴＳコストの移行期間は何年度までを指すのか。 

総務省 平成２１年度までである。 

東海主査 現在考えるべき事は何か。 

総務省 資料１、Ｐ１０に論点として、「１：ＩＰ化が急速に進展する中、新モデル

はいつ頃まで費用算定モデルとしての妥当性が維持できるか。」「２：接続料算定方

式の抜本的な見直しを行うためには、どのくらいの期間が必要か。」「３：接続料水

準の観点からいつ頃まで新モデルに基づく接続料算定が妥当性を維持できるか。」

「４：制度の安定性の観点についてはどのように考えるか。」という４点を挙げさ

せていただいている。 

直江委員 ＬＲＩＣの中にＩＰ網を盛り込んでいるが、ＰＳＴＮが基本になっている。

この関係がいつ逆転するのかにかかっている。 

酒井主査代理 ２０１０年時点ではＰＳＴＮがまだ優勢だろう。エリアで言えば７～

８割を占めているのではないか。 

直江委員 ２０１０年時点では都市部ではＩＰ網が逆転し、ローカルではＰＳＴＮが

依然優勢だろう。そうなるとネットワークの設計が難しくなる。 

東海主査 現在の市場環境とＮＴＳコストの扱いを踏まえると、当面３年間を着地点

として捉えつつも、それを硬直的に適用するのではなく、２年後には見直しの作業

をし始めるという整理で良いと思われる。 

 

３．論点全般 

東海主査 資料２、Ｐ３２の接続料算定の基本的な手法があるが、その中のボトムア

ップＬＲＩＣ、トップダウンＬＲＩＣについて定義を確認させていただきたい。 

総務省 ボトムアップＬＲＩＣは、 新の設備を使って も効率的に構築した場合の

コストを、実際の加入数見合いで除すことにより、接続料を算定する方式である。 

東海主査 ボトムアップＬＲＩＣをＬＲＩＣの枠組みで捉えるべきか否かについて

は疑問があり、元々はトップダウンＬＲＩＣしかなかったと認識。ＬＲＩＣという

考え方は日本の場合独特である。新しい環境ができつつある中で、新しい算定方法

の可能性については毎年チェックする必要がある。 

直江委員 どの事業者も環境の変化に応じて、その時点で も効率的なネットワーク

を構築しようと考えている。暫くの間は実際のネットワークを注視していけばよい

のではないか。実際費用の方がＬＲＩＣに比してコスト安になっている部分もある

が、これは新たに投資していないからではなく、新しいやり方でコストダウンを図

っているからではないか。 

酒井主査代理 東西格差については何らかの見解を示す必要があるだろう。今までの

立場であれば、別会社なのだから東西別にするべきだと言えば良いという整理で問

題なかったが、ユニバーサルサービスとの関係もあることから、東西均一でも良い

のではないか。東西でコスト差がそこまであるとも思えない。 

直江委員 東西別にすると西エリアのみに営業エリアを持つ事業者は経営が成り立



たないのではないか。 

東海主査 東西格差というよりは地域格差と言うべきだろう。 

相田委員 この格差はあくまでＬＲＩＣベースで算定した場合の格差であって、実際

費用ベースで算定する場合とは状況が異なるのではないか。 

東海主査 東西別料金が主張された当初に比べると、それ程主張されることはなくな

ってきているのではないか。むしろユニバーサルサービス制度の見直しとの関連も

あり、東西別料金を認めるとなると事態をより混乱させることになりはしないか。

少なくとも今回の２～３年間の適用期間の中では東西別料金にする必要性は感じ

られない。 

 

以上 

 


